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基準１ 高等専門学校の目的

１－１ 高等専門学校の目的（高等専門学校の使命，
教育研究活動を実施する上での基本方針，及び，養
成しようとする人材像を含めた，達成しようとして
いる基本的な成果等）が明確に定められており，そ
の内容が，学校教育法に規定された，高等専門学校
一般に求められる目的に適合するものであること。
また，学科及び専攻科ごとの目的が明確に定められ
ていること。

１－２ 目的が，学校の構成員に周知されているとと
もに，社会に公表されていること。 3

基準１の基本的な観点と主な留意点（１）

１－１－① 高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性

や特色に応じて明確に定められ，その内容が，学校教育

法第115条に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的に適合するものであるか。また，学科及び専攻科

ごとの目的も明確に定められているか。

留意点 → 現在公表，周知している目的の名称に拘わらず

使命，基本方針，達成目標の３要素が明文化されている

か，また，達成目標としての「学生が卒業時・修了時に

身に付ける学力，資質・能力」については，準学士課程，

専攻科課程それぞれで明確に定められ，その達成状況の

検証は可能であるか。学科及び専攻科ごとの目的が学則,

学科規則、専攻科規則等の適切な形式により定められて

いるか。学校教育法第115条に規定された目的と適合？ 4



基準１の基本的な観点と主な留意点（２）

１－２－① 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周

知されているか。

１－２－② 目的が，社会に広く公表されているか。

留意点 → 周知には，周知を図る（知らしめる）取組と，

周知されている（実際に知られている）状態を含む。

目的を達成するためには，全ての構成員が目的を理解

し絶えず念頭に置いていることが必要。（それを示す

適切なエヴィデンスは？）教員には非常勤講師を含む。

公表のターゲットは，受験生を含む入り口側と卒業

（修了）生が進む出口側の両方である。目的は学校教

育法施行規則（第172条の２）での公表事項の一つ。 5

●第一 学校教育法施行規則の改正の概要と留意点
（一）大学は，次の教育研究活動等の状況についての情報を公表

するものとすること。（第172条の２第１項関係）
① 大学の教育研究上の目的に関すること。

これは，大学設置基準第２条等に規定されているものであ
ること。（高等専門学校設置基準では、第３条）
平成19年７月31日付け文部科学省高等教育局長通知で示し

た事項に留意すること。
（各大学はそれぞれの人材養成上の目的と学生に修得させる
べき能力等の教育目標を明確にし，これらに即して，体系的
な教育課程を提供するとともに，責任ある実践のための人的，
組織的体制，物的環境を整えることに資するよう留意するこ
と。また、組織として目的を共有するため，学則，学部規則
又は学科規則などの適切な形式により定めるとともに，大学
のホームページ等を活用し，これを広く社会に公表するよう
に留意すること。

6



基準２ 教育組織（実施体制）

２－１ 学校の教育に係る基本的な組織構成（学科，
専攻科及びその他の組織）が，教育の目的に照ら
して適切なものであること。

２－２ 教育活動を展開する上で必要な運営体制が
適切に整備され，機能していること。

7

基準２の基本的な観点と主な留意点（１）

２－１－①（②） 学科の構成（専攻科の構成）が，教育の目

的を達成する上で適切なものとなっているか。
留意点 → 教育の目的（使命，基本方針）との適合性と

ともに，適切性の見直し等の検討状況を分析。
● ２－１－③ 全学的なセンター等を設置している場合には，

それらが教育の目的を達成する上で適切なもの
となっているか。

留意点 → 学校が掲げた教育の目的に適合しているか，
センターの活動の成果がどのように学生の教
育に還元されているかなどの視点で分析。
実際の教育上の活動（利用）状況から分析。

8



基準２の基本的な観点と主な留意点（２）

■ ２－２－① 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制
が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議す
る等の必要な活動が行われているか。

留意点 → 運営体制が規則等に則り整備されているか，また，
重要事項を審議するなどの活動を行っているか。

■ ２－２－② 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携
が，機能的に行われているか。

留意点 → 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携
が図られ，科目間の連携もうまくいっているか。

■ ２－２－③ 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体
制が機能しているか。

留意点 → 学級担任や課外活動の指導教員などが行う教育
活動を円滑に実施するための支援体制。
学生への支援ではない。（それは，基準７で）9

基準３ 教員及び教育支援者等

３－１ 教育活動を展開するために必要な教員が
適切に配置されていること。

３－２ 全教員の教育活動に対して，学校による
定期的な評価が行われ，その結果を教員組織の
見直し等に反映させていること。また，教員の
採用及び昇格等に当たって，適切な基準や規定
が定められ，それに従い適切な運用がなされて
いること。

３－３ 教育活動を展開するために必要な教育支
援者等が適切に配置されていること。 10



基準３の基本的な観点と主な留意点（１）

● ３－１－ ①（②，③） 教育の目的を達成するために必要な

一般科目（各学科の専門科目，専攻科の授業科

目）担当教員が適切に配置されているか。

留意点 → 教育の目的（使命，基本方針など）と対応させ

た教員の配置。また，設置基準との適合性のみ

ならず，各教員の専門，資格等との適合性。
■ ３－１－④ 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活

発化するための適切な措置が講じられているか。

留意点 → 活性化への配慮に均衡ある年齢構成への配慮は

必須，その他，教育歴や実務経験への配慮等。

11

●第一 学校教育法施行規則の改正の概要と留意点
（一）大学は，次の教育研究活動等の状況についての情報を公表す
るものとすること。（第172条の２第１項関係）
① 大学の教育研究上の目的に関すること。
② 教育研究上の基本組織に関すること。
③ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関す
ること。
その際，教員組織に関する情報については，組織内の役割分担や
年齢構成等を明らかにし，効果的な教育を行うため組織的な連携
を図っていることを積極的に明らかにすることに留意すること。
各教員の業績に関しては，研究業績にとどまらず，各教員の多様
な業績を積極的に明らかにすることにより，教育上の能力に関す
る事項や職務上の実績に関する事項など，当該教員の専門性と提
供できる教育内容に関することを確認できるという点に留意する
こと。

12



基準３の基本的な観点と主な留意点（２）

● ３－２－① 全教員の教育活動に対して，学校による定期的

な評価が行われているか。また，その結果把握

された事項に対して教員組織の見直し等，適切

な取組がなされているか。

留意点 → 全教員の教育活動に対する学校長あるいはその

委任を受けた者による定期的な評価を行い，そ

の結果を教員配置の適切化等に活用しているか。

■ ３－２－② 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確

に定められ，適切に運用がなされているか。

留意点 → 採用や昇格にあたって，特に設置基準に明記さ

れている「教育上の能力を有する」ことを基準

や規定に沿ってどのように行っているか。
13

高等専門学校設置基準 第１１条

教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，高

等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有

すると認められる者とする。

一 博士の学位を有する者

二 専門職学位を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する業務に
ついての実績を有する者

三 大学又は高等専門学校において教授，准教授又は専任の講師

の経歴のある者

四 学校，研究所，試験所，調査所等に在職し，教育若しくは研究に
関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し，技術

に関する業務についての実績を有する者

五 特定の分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認め
られる者

六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が
認めた者

14



基準３の基本的な観点と主な留意点（３）

■ ３－３－① 学校における教育活動を展開するに必要な事務

職員，技術職員等の教育支援者等が適切に配置

されているか。

留意点 → 事務職員，技術職員，（助手を置いている場合

には）助手等の教育支援者等の配置状況（組織，

人数，支援内容など）について分析。

15

基準４ 学生の受入

４－１ 教育の目的に沿って，求める学生像及び入
学者選抜の基本方針等の入学者受入方針（アド
ミッション・ポリシー）が明確に定められ，公表，
周知されていること。

４－２ 入学者の選抜が，入学者受入方針（アド
ミッション・ポリシー）に沿って適切な方法で実
施され，機能していること。

４－３ 実入学者が，入学定員と比較して適正な数
となっていること。

16



基準４の基本的な観点と主な留意点（１）

４－１－① 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者

選抜の基本方針等の入学者受入方針（アドミッ

ション・ポリシー）が明確に定められ，学校の教

職員に周知されているか。また，将来の学生を

含め社会に理解されやすい形で公表されているか。

留意点 → 入学者に求める能力，適性等と入学者選抜の
基本方針を分析。これらは必ずしも「アドミッ
ション・ポリシー」として一つのものに記載され
ていることを求めているのではない。たとえば，
アドミッション・ポリシーと入学者募集要項，入
学者選抜実施要領等で分析・評価することも可能。17

基準４の基本的な観点と主な留意点（２）

４－２－① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

に沿って適切な学生の受入方法が採用されてお

り,実際の入学者選抜が適切に実施されているか。

● ４－２－② 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

に沿った学生の受入が実際に行われているかど

うかを検証するための取組が行われており，

その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。

留意点 → 選抜の実施方法とアドミッション・ポリシーと

の関連。アドミッション・ポリシーに適合する学

生であることをどのように検証してるか。検証の

結果を改善に役立てているか。すなわち，学生の

受入に関するPDCAサイクルが機能しているか。 18



基準４の基本的な観点と主な留意点（３）

４－３－① 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，

又は大幅に下回る状況になっていないか。

また，その場合には，これを改善するため

の取組が行われる等，入学定員と実入学者

数との関係の適正化が図られているか。

留意点 → 学科，専攻ごとに実入学者数と入学定員に

ついて過去５年間程度の根拠資料・データを

示しつつ分析。

19

基準５基準５ 教育内容及び方法教育内容及び方法

５－１５－１ 教育課程が教育課程が教育の目的に照らして教育の目的に照らして体系的に編成体系的に編成
されており，されており，その内容，水準が適切であること。その内容，水準が適切であること。

５－２５－２ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態，教育課程を展開するにふさわしい授業形態，
学習指導法等が整備されていること。学習指導法等が整備されていること。

５－３５－３ 豊かな人間性の涵養豊かな人間性の涵養に関する取組が適切に行に関する取組が適切に行
われていること。われていること。

５－４５－４ 成績評価や単位認定，進級・卒業認定が適切成績評価や単位認定，進級・卒業認定が適切
であり，有効なものとなっていること。であり，有効なものとなっていること。

20



基準５の基本的な観点と主な留意点（１）

５－１－① 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに

適切に配置され，教育課程が体系的に編成され

ているか。また，授業の内容が，全体として教

育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達

成するために適切なものとなっているか。

留意点 → ここでは，目的のうち，特に，達成目標である，

学生が卒業時に身に付ける学力，資質・能力の

それぞれの項目に照らして（また，各学科の専

門にも照らして），授業科目の配置を基に,教

育課程が目標を達成できるように編成されてい

るかを分析。全学科について，それぞれ分析。21

基準５の基本的な観点と主な留意点（２）

■ ５－１－② 教育課程の編成又は授業科目の内容におい

て，学生の多様なニーズ，学術の発展の動

向，社会からの要請等に配慮しているか。

留意点 → 学校としての考え方を示した上で，教育課程

の編成又は授業科目の内容への具体的な配慮を

分析。国際的に活躍できる技術者の養成が目的

に含まれる場合には，外国語の伝達と読解の基

礎能力育成を分析対象に含めること。

22



基準５の基本的な観点と主な留意点（３）

● ５－２－① 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，

実習等の授業形態のバランスが適切であり，

それぞれの教育内容に応じた適切な学習指

導法の工夫がなされているか。

留意点 → 授業科目名，取組内容の具体例や実施状況

を示しつつ分析。全学科の実態を明示。

■ ５－２－② 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが

作成され，事前に行う準備学習，教育方法や

内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が

適切に整備され，活用されているか。

留意点 → 学修単位を導入している場合には，その実質

化のための対策を講じているかについても。23

基準５の基本的な観点と主な留意点（４）

５－２－③ 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。

また，インターンシップの活用が図られているか。

留意点 → 授業科目名，取組内容の具体例や実施状況。

創造性を育成するものであることを示しつつ分析。

■ ５－３－① 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別

活動の実施等，豊かな人間性の涵養が図られる

よう配慮されているか。また、教育の目的に照

らして，課外活動等において，豊かな人間性の

涵養が図られるよう配慮されているか。

留意点 → 一般科目、専門科目で行われている環境教育，

倫理教育等，また，特別活動やホームルーム等

がどのような人間性を涵養しようとしているか。24



基準５の基本的な観点と主な留意点（５）

■５－４－① 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定

が組織として策定され，学生に周知されているか。
また，これらの規定に従って，成績評価，単位認
定，進級認定，卒業認定が適切に実施されている
か。

留意点 → 規定等に従った適切な運用。厳格性や一貫性を

示す根拠資料（通常は訪問調査時の見学で，試験問

題の内容等とも合わせ確認させて頂く）。

成績評価に関する学生からの意見の申立ての機会

があるかどうかについて分析。

追試，再試の成績評価方法についても分析。
25

基準５ 教育内容及び方法

５－５ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成
されており，その内容，水準が適切であること。

５－６ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態，
学習指導法等が整備されていること。

５－７ 教養教育や研究指導が教育の目的に照らして
適切に行われていること。

５－８ 成績評価や単位認定，修了認定が適切であり，
有効なものとなっていること。

26



基準５の基本的な観点と主な留意点（６）
専攻科課程

準学士課程と同様な基本的な観点については，専攻科課程
についても，原則として準学士課程に準じて分析。

専攻科課程のみに設けられている基本的な観点の留意点：
■ ５－５－① 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との

連携，及び準学士課程の教育からの発展等を
考慮した教育課程となっているか。

留意点 → 連続性のみならず発展等も考慮しているか。
■ ５－７－① 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が

適切に行われているか。
留意点 → 教育の目的を達成する上で，専攻科課程で修

学するにふさわしい教養を授ける教育，研究指
導の内容を具体的に分析。 27

基準６ 教育の成果

６－１ 教育の目的において意図している，学生が身
に付ける学力，資質・能力や養成しようとする人材
像等に照らして，教育の成果や効果が上がっている
こと。

28



基準６の基本的な観点と主な留意点（１）

６－１－① 高等専門学校として，その教育の目的に沿った

形で，課程に応じて，学生が卒業（修了）時に

身に付ける学力や資質・能力，養成しようとす

る人材像等について，その達成状況を把握・評

価するための適切な取組が行われているか。

留意点 → 学校として達成状況を把握・評価するための方

法を分析。どのような指標等で，どのように把

握・評価するのかを明示。なお，５－１－①で

教育課程が教育の達成目標を達成するように

体系的に編成されているとして，単位修得状況，

卒業（修了）認定状況から把握・評価するとし

ている場合には，選択科目の取り扱いに留意。29

基準６の基本的な観点と主な留意点（２）

６－１－② 各学年や卒業（修了）時等において学生が身
に付ける学力や資質・能力について，学校とし
てその達成状況を評価した結果から判断して，
教育の成果や効果が上がっているか。

留意点 → 学生が身に付ける学力や資質・能力について，
その達成状況を把握・評価するに適切であると
した６－１－①記載の取組の結果に基づいて，
教育の成果や効果が上がっているかを分析。
目的により，外国語能力の育成に関する達成度
の把握についても分析。（なお，単位修得状況
で分析する場合には，選択科目の位置づけ（そ
れらをどのように修得しなければならないとし
ているかが明確か）に留意。） 30



基準６の基本的な観点と主な留意点（３）

６－１－③ 教育の目的において意図している養成しよう

とする人材像等について，就職や進学といっ

た卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成

果から判断して，教育の成果や効果が上がっ

ているか。

留意点 → 教育の成果や効果が上がっているかどうかを，
卒業（修了）後の進路状況から分析。
単に就職率や進学率のみでなく，養成しようと
する人材像や専門性が活かされる状況であるか
など，教育の目的との適合性に留意。

31

基準６の基本的な観点と主な留意点（４）

６－１－④ 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見

聴取の結果から判断して，教育の成果や効果が

上がっているか。

留意点 → ここで言う学習達成度評価は，各授業の授業目

標の達成度の評価ではない。また，単位修得状

況の確認による達成状況の確認でもない（それ

は、②で！） 。教育の達成目標としての，学生

が卒業時に身に付ける学力，資質・能力につい

て，それを達成できたかについての学生による

直接の評価である。到達目標を達成するために

は，学生自身に絶えず振り返りをさせることが

大切。 32



基準６の基本的な観点と主な留意点（５）

● ６－１－⑤ 卒業（修了）生や進路先等の関係者から，卒業（修了）

生が在学時に身に付けた学力や資質・能力や，卒業

（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取組

を実施しているか。また，その結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。

留意点 → 学校の目的に沿った学力や資質・能力を，実際

に身につけているかどうかの教育目標の達成状

況や，卒業（修了）後の成果に関する意見の聴

取結果からの分析であること。

33

基準７ 学生支援等

７－１ 学習を進める上での履修指導，学生の自主
的学習の相談・助言等の学習支援体制が整備され，
機能していること。また，学生の課外活動に対す
る支援体制等が整備され，機能していること。

７－２ 学生の生活や経済面並びに就職等に関する
相談・助言，支援体制が整備され，機能している
こと。

34



７－１－① 学習を進める上でのガイダンスが整

備され，適切に実施されているか。また，学生

の自主的学習を進める上での相談・助言を行う

体制が整備され，機能しているか。

留意点 → 全ての学科、専攻科の状況がわか

るように分析。相談・助言体制の整備面につい

てはその内容を，機能面については学生の利用

実績や満足度など。

35

■ ７－１－② 自主的学習環境及び厚生施設，コミュ

ニケーションスペース等のキャンパス生活環境

等が整備され，効果的に利用されているか。

留意点 → 効果的な利用については，学生の利

用実績や満足度等からの分析も可。

■ ７－１－③ 学習支援に関する学生のニーズが適切

に把握されているか。また，資格試験や検定試験

の受講，外国留学のための支援体制が整備され，

機能しているか。

留意点 → 学生の意見を汲み上げる制度の内容，

その実施状況，ニーズの把握状況等を具体的に分析。36



■ ７－１－④ 特別な支援が必要と考えられる学生

への学習支援体制が整備されているか。また，

必要に応じて学習支援が行われているか。

留意点 → 有効な学習支援体制が整備され，必

要に応じて学習支援が行われているか，その

活動の実施状況や効果や貢献度などを分析。

■ ７－１－⑤ 学生の部活動，サークル活動，自治

会活動等の課外活動に対する支援体制が整備さ

れ，適切な責任体制の下に機能しているか。

留意点 → 支援体制による支援活動の実施状況。

部活動自体の実績を問うているものではない。 37

■ ７－２－① 学生の生活や経済面に係わる指導・

相談・助言を行う体制が整備され，機能して

いるか。

留意点 → 機能面については，指導・相談・助

言体制による活動の実施状況を分析。

■ ７－２－② 特別な支援が必要と考えられる学生

への生活支援等を適切に行うことのできる状況

にあるか。また，必要に応じて生活支援等が行

われているか。

留意点 → 有効な支援を行うことのできる状況

にあり，必要に応じて行われているかを分析。 38



■ ７－２－③ 学生寮が整備されている場合には，

学生の生活及び勉学の場として有効に機能し

ているか。

留意点 → 生活及び勉学の場としての整備状況，

管理・運営体制，その他様々な支援体制等を

基に機能の状況を分析。

■ ７－２－④ 就職や進学等の進路指導を行う体制

が整備され,機能しているか。

留意点 → 機能面については，この体制による

活動の実施状況や学生に対する貢献度等を分析。
39

基準８ 施設・設備

８－１ 学校において編成された教育研究組織及び
教育課程に対応した施設・設備が整備され，適切
な安全管理の下に有効に活用されていること。

８－２ 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育
研究上必要な資料が系統的に収集，整理されてい
ること。

40



■ ８－１－① 学校において編成された教育研究組織

の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設

備が整備され，適切な安全管理の下に有効に活用

されているか。また，施設・設備のバリアフリー

化や環境面への配慮がなされているか。

留意点 → 学校の目的や教育研究組織及び教育課

程に対応して必要と考えられる，また高等専門学

校設置基準において必須とされる校地・校舎や施

設・設備について分析。教育研究に求められる安

全管理，バリアフリー化や環境面への配慮を分析。
41

■ ８－１－② 教育内容，方法や学生のニーズを満たす

ICT環境が十分なセキュリティ管理の下に適切に

整備され，有効に活用されているか。

留意点 → 一般的に考えられる学生のニーズに対し

て問うている。活用面については，利用状況や稼

働状況から分析。

■ ８－２－① 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教

育研究上必要な資料が系統的に収集，整理されて

おり，有効に活用されているか。

留意点 → 教育課程，学科の種類，学年区分に応じ

て収集，整理され，利用されているかを分析。
42



■ 基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム

９－１ 教育の状況について点検・評価し，その結果
に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され，
取組が行われており，機能していること。

９－２ 教員及び教育支援者等の資質の向上を図るた
めの取組が適切に行われていること。

43

基準９の基本的な観点と主な留意点（１）

● ９－１－① 教育の状況について，教育活動の実態を示

すデータや資料が適切に収集・蓄積され，評価を適

切に実施できる体制が整備されているか。

留意点 → 教育活動の実態を示すデータや資料とは教育

の状況について各種の評価を行うにあたり必要とされる

教育活動に関する基礎的なデータや資料であり，これら

は，教育活動の質を向上させ，また，改善するために必

要であるとして学校として収集・蓄積していると考えら

れるものである。収集・蓄積するデータや資料の範囲，

保存期間等は各高等専門学校ごとの方法等に依存。 44



基準９の基本的な観点と主な留意点（２）

９－１－② 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行

われており，それらの結果をもとに教育の状況に関する

自己点検・評価が，学校として策定した基準に基づいて，

適切に行われているか。

留意点 → ここで言う自己点検・評価は，学校教育法第

109条第1項に規定されるものであり，それぞれの学校と

して策定した基準や規定等に基づいて行うべきものであ

る。この観点では，特に教育活動に係わるものについて，

点検のみならず，「評価している」ことを分析。
45

基準９の基本的な観点と主な留意点（３）

■ ９－１－③ 各種の評価の結果を教育の質の向上，改善

に結び付けられるような組織としてのシステムが

整備され，教育課程の見直し等の具体的かつ継続

的な方策が講じられているか。

留意点 → 整備状況については学内の委員会の役割・権限

・相互関係等の面も含めて分析。機能面については

評価結果を踏まえて改善に結び付ける運用がなされ

ているかを分析。改善した実例を挙げての分析も可。

46



基準９の基本的な観点と主な留意点（４）

■ ９－１－④ 個々の教員は，評価結果に基づいて，それ

ぞれの質の向上を図るとともに，授業内容，教材，

教授技術等の継続的改善を行っているか。また，

個々の教員の改善活動状況を，学校として把握して

いるか。

留意点 → 具体的な改善の実例を示しつつ分析。また，そ

れらを学校として把握している状況について分析。

「改善を行う意向」ではなく，「実際に改善を行ってい

る」ことを分析することが必要。 47

基準９の基本的な観点と主な留意点（５）

■９－１－⑤ 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。

留意点 → 教員の研究活動（専門分野の研究及び

教育方法等の研究）がどのように教育の質の改善

に活かされているかを具体的実例を挙げて分析。

■ ９－２－① ファカルティ・ディベロップメントが，

適切な方法で実施され，組織として教育の質の向上

や授業の改善に結び付いているか。

留意点 → 実施内容・方法及び実施状況，ならびに

教育の質の向上や改善に結びついた状況について

具体例を示しつつ分析。
48



基準９の基本的な観点と主な留意点（６）

９－２－② 教育支援者等に対して，研修等，その資質

の向上を図るための取組が適切に行われているか。

留意点 → 実施方針・内容・方法及び実施状況

（参加状況等）について具体例を示しつつ分析。

49

基準10 財務

10－１ 学校の目的を達成するために，教育研究活
動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できる
だけの財務基盤を有していること。

10－２ 学校の目的を達成するための活動の財務上
の基礎として，適切な収支に係る計画等が策定さ
れ，履行されていること。

10－３ 学校の財務に係る監査等が適正に実施され
ていること。

50



■ 10－１－① 学校の目的に沿った教育研究活動を
安定して遂行できる資産を有しているか。また，債
務が過大ではないか。

■ 10－１－② 学校の目的に沿った教育研究活動を
安定して遂行するための，経常的収入が継続的に確
保されているか。

■ 10－１－③ 学校の目的を達成するために，外部
の財務資源の活用策を策定し，実行しているか。

留意点 → それぞれ，過去５年程度の貸借対照

表等の財務諸表，過去５年程度の収入の状況，

過去５年程度の外部資金獲得状況などから分析。
51

■ 10－２－① 学校の目的を達成するための活動の
財務上の基礎として，適切な収支に係る計画等が策
定され，関係者に明示されているか。

留意点 → 収支に係る方針，計画などの策定

状況，明示状況から分析。

■ 10－２－② 収支の状況において，過大な支出超
過となっていないか。

留意点 → 過去５年程度の損益計算書，消費

収支計算書等を示して分析。

52



■ 10－２－③ 学校の目的を達成するため，教育研
究活動（必要な施設・設備の整備を含む）に対し，
適切な資源配分がなされているか。

留意点 → 教育研究活動（必要な施設・設備

の整備を含む）に対する予算配分の状

況と実績（執行状況）を対比させて分

析。校長裁量経費等の重点配分経費の

配分基準等の策定状況についても分析。

53

■ 10－３－① 学校を設置する法人の財務諸表等が
適切な形で公表されているか。

留意点 → 設置者の説明責任を果たすという

観点から，法令に則った財務書類の

公表状況について分析。

■ 10－３－② 財務に対して，会計監査等が適正に
行われているか 。

留意点 → 法令に則った会計監査の実施状況

について分析。

54



基準11 管理運営

11－１ 学校の目的を達成するために必要な管理運営
体制及び事務組織が整備され，機能していること。

11－２ 学校の目的を達成するために，高等専門学校
の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行
われ，その結果が公表されていること。また，その
結果を受け，改善に結び付けられるようなシステム
が整備され，有効に運営されていること。

55

■ 基準１１ 管理運営

11－３ 学校の目的を達成するために，外部有識者等の

意見が適切に管理運営に反映されていること。また，

外部の教育資源を積極的に活用していること。

11－４ 高等専門学校の教育研究活動等の状況やその活

動の成果に関する情報を広く社会に提供していること。

56



基準11の基本的な観点と主な留意点（１）
■ １１－１－① 学校の目的を達成するために，校長，各主事，

委員会等の役割が明確になっており，校長のリーダーシップ

の下で，効果的な意思決定が行える態勢となっているか。

留意点 → 学校の教育等の諸活動における意思決定プロセ

スにおいて，校長，各主事，委員会等の役割が明確にされ，

体制間の連携，責任体制等の下で，校長が全体を把握し，

リーダーシップをとれる体制となっているか。

■ １１－１－② 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び

事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活動しているか。

また，危機管理に係る体制が整備されているか。

留意点 → 「効果的に活動しているか」については，支障

なく機能的に活動しているかを分析。 57

基準11の基本的な観点と主な留意点（２）

■ １１－２－① 自己点検・評価が学校として策定した基

準に基づいて高等専門学校の活動の総合的な状況に

対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。

留意点 → 学校教育法第109条第1項に規定された教育研究

活動等の総合的な状況に対する自己点検・評価が行われ

公表されているかを，ここでは特に管理面について分析。

■ １１－２－② 自己点検評価の結果について，外部有識者等に

よる検証が実施されているか。

留意点 → 外部有識者等による検証の方法および実施状況

を分析。
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基準11の基本的な観点と主な留意点（３）

■ １１－２－③ 評価結果がフィードバックされ，高等専門

学校の目的の達成のための改善に結び付けられるよ

うなシステムが整備され，有効に運営されているか。

留意点 → 自己点検・評価の結果が，対象組織や個人に

フィードバックされているかとともに，評価結果を管

理運営上の改善に結び付けられるようなシステムが整

備されているか分析し，実際に管理運営上の改善に結

び付いた取組を具体的に示しつつ分析。
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基準11の基本的な観点と主な留意点（４）
■ １１－３－① 外部有識者等の意見や第三者評価の結果

が適切な形で管理運営に反映されているか。

留意点 → 管理運営面に関する意思決定プロセスにおい

て，必要に応じて外部有識者等の意見や第三者評価結果

が有効に反映されるシステムを有しているか分析。それ

らの意見が反映された実例を挙げて分析。

■ １１－３－② 学校の目的を達成するために，外部の教育

資源を積極的に活用しているか。

留意点 → 地域や同窓会等を中心とする外部教育資源，

又退職技術者を含む企業人等の教育研究資源等の活用。

「社会と共に次世代の技術者を育成する」協働教育の理

念を実践する活動例。 60



基準11の基本的な観点と主な留意点（５）

■ １１－４－ ① 高等専門学校における教育研究活動等の状況

や，その活動の成果に関する情報を広くわかりやすく社

会に発信しているか。

留意点 → 学校教育法第113条，同第115条第２項に定め

られている「教育の成果を広く社会に提供することに

より，社会の発展に寄与する」ために，公的な教育機

関として情報公表が望まれる項目（具体的には、学校

教育法施行規則第172条の２に規定されている項目）

についての情報の公表の状況について分析。
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第１７２条の２
大学は，次に掲げる教育研究活動等の状況について情報を公表するものとする。
① 大学の教育研究上の目的に関すること
② 教育研究上の基本組織に関すること
③ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
④ 入学者に関する受入方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業
又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関
すること

⑤ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
⑦ 校地，校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
⑧ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
⑨ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

２ 大学は，前項に掲げる事項のほか，教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び
能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

３ 第１項の規定による情報の公表は，適切な体制を整えた上で，刊行物への掲載，イ
ンターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとす
る。

大学に関する規定を高等専門学校に準用（第１７９条）
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選択的評価事項に係る自己評価

63

選択的評価

● 事項A 研究活動の状況

A-1 高等専門学校の目的に照らして，必要な研究
体制及び支援体制が整備され，機能しており，研
究の目的に沿った活動の成果が上がっていること。
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選択的評価

事項A 研究活動の状況

● 基本的な観点
A-1-① 高等専門学校の研究の目的に照らして，研究

体制及び支援体制が適切に整備され，機能してい
るか。

A-1-② 研究の目的に沿った活動の成果が上げられて
いるか。

A-1-③ 研究活動等の実施状況や問題点を把握し，改
善を図っていくための体制が整備され，機能して
いるか。 65

選択的評価

● 事項B
正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況

B-1 高等専門学校の目的に照らして，正規課程の
学生以外に対する教育サービスが適切に行われ，
成果を上げていること。
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選択的評価

事項B
正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況

● 基本的な観点
B-1-① 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，

公開講座等の正規課程の学生以外に対する教育サービ
スが計画的に実施されているか。

B-1-② サービス享受者数やその満足度等から判断して，
活動の成果が上がっているか。また，改善のための
システムがあり，機能しているか。

67

選択的評価事項の留意点（１）

選択的評価事項A 研究活動の状況
研究活動の目的に照らして評価する。
個々の研究者の持つ研究目的ではない。
機関として研究活動を位置づける目的。
原則，個々の研究の水準評価ではない。

選択的評価事項B 正規課程の学生以外に対する教育サー
ビスの状況

正規の課程に在籍する学生以外の者に

対する教育活動及び学習機会の提供。

この事項の目的に照らしての評価。
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◇選択的評価事項に係る留意点（２）

目的の達成状況等を評価することから，目的の

内容・計画をより具体的かつ明確に示すことが必
要であり，また，目的として列挙された全ての計
画ごとに自己評価することが必要。

機構は全ての計画ごとに，計画（目的）の達成
度を評価することに留意すること。

選択的評価事項Ａ，Ｂそれぞれ，P,D,C,Aが機能

していることがわかるように分析し，記述するこ
と。

69

・・自己評価は教育研究活動等の個性化や質的充実
に向けた高等専門学校の主体的取り組みの一環

・・根拠資料・データに基づく，客観的な分析

→評価担当者に対するわかりやすさ

・・「対象高等専門学校の現況及び特徴」，「目
的」，「自己評価の概要」は，原文のまま評価
報告書に掲載，公表

・・評価結果とともに，対象校から提出された自己
評価書についても機構のウェブサイトにリンク

→社会に対するわかりやすさ 70
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